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世
界
商
業
通
信
衛
星
組
織
（
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
）
恒
久
化
交
渉
に
つ
い
て

？

昭
湘
四
十
六
年
一
月
二
十
七
日

郵
政
省
電
気
通
信
監
理
官
室

一
　
は
じ
め
に

　
　
一
九
六
四
年
八
月
二
十
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
十
噌
か
国
の
暑
名
を
得
て
即
日
発
効
し
た
「
世

界
商
業
通
信
衛
星
組
織
に
関
す
る
暫
定
的
制
度
を
設
立
す
る
協
定
」
お
よ
び
「
特
別
協
定
」
は
、

そ
の
名
称
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
世
界
商
業
通
信
衛
星
組
織
の
構
成
に
関
す
る
恒
久
的
制

度
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
で
き
る
限
り
す
み
や
か
に
そ
の
よ
う
な
組
織
の
甲
立
に
つ
い
て
の
暫

定
的
制
度
を
設
け
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
暫
定
協
定
第
K
条
は
、

　
「
締
約
政
府
は
、
恒
久
的
制
度
が
一
九
七
〇
年
一
月
一
日
ま
で
に
災
施
さ
れ
る
よ
う
、
で
き
る
限

り
す
み
や
か
に
同
制
度
を
設
立
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規

定
し
て
い
る
。

　
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
九
六
九
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た

全
権
会
議
に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
恒
久
化
交
渉
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
回
の
全
権
会

一・ ?[・

議
と
六
回
の
耳
聞
会
合
を
開
催
し
て
恒
久
協
定
の
作
成
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
昨
年
十
二
月
に
終

了
し
た
中
間
作
業
部
会
第
三
回
会
合
に
弄
い
．
て
、
一
応
そ
の
作
業
を
完
了
し
た
の
で
、
き
た
る
四

月
十
四
日
か
ら
開
催
予
定
の
第
三
回
全
権
会
議
に
お
い
て
、
最
終
審
議
を
行
な
い
、
協
定
の
締
結
に

至
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

二
　
交
渉
の
概
況

　
e
　
第
一
回
全
権
会
議
（
昭
和
四
十
四
年
二
月
二
十
四
日
～
三
月
二
十
一
日
）

　
　
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
加
盟
六
十
八
か
国
（
当
時
）
の
う
ち
六
十
七
か
国
の
ほ
か
オ
ブ
ザ
7
ー
バ
ー

　
　
と
し
て
ソ
工
期
東
欧
諸
国
を
含
む
二
十
九
か
国
な
ら
び
に
国
連
お
よ
び
エ
τ
U
が
参
那
し
た
。

　
　
　
会
議
は
、
通
信
衛
星
暫
定
委
員
会
（
エ
C
S
C
）
の
報
告
を
ベ
ー
ス
と
し
て
四
週
間
に
わ
た

　
　
つ
て
討
議
を
行
な
っ
た
が
、
主
要
問
題
に
つ
い
て
参
加
国
間
の
意
見
の
対
立
が
は
げ
し
く
、
協

　
　
定
の
作
成
は
で
き
な
い
ま
ま
休
会
に
入
っ
た
。
結
局
、
こ
の
会
議
の
結
論
と
し
て
は
、
再
開
（
十

　
　
一
月
十
八
日
を
予
定
）
ま
で
の
間
、
準
備
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
こ
で
協
定
案
を
練
る
こ
と
を

　
　
決
め
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
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⇔
　
準
備
委
員
会

　
　
第
一
回
準
備
委
員
会
（
昭
和
四
十
四
年
　
六
月
二
十
三
日
～
　
七
月
十
一
日
目

　
　
第
二
回
準
備
委
員
会
（
昭
和
四
十
四
年
　
九
月
　
　
二
日
～
　
九
月
十
九
日
）

　
　
第
三
回
準
備
委
員
会
（
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
　
十
八
日
～
十
二
月
十
一
日
）

　
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
加
盟
三
十
七
か
国
の
ほ
か
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
ソ
連
を
含
む
九
か
国

　
と
国
連
が
出
席
し
た
。

　
　
委
員
会
の
作
業
は
、
全
権
会
議
で
特
に
意
見
が
は
げ
し
く
対
立
し
た
問
題
お
よ
び
審
議
が
十

　
分
つ
く
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
を
中
心
に
、
参
加
国
闇
の
馬
上
を
深
め
、
そ
の
結
果
を
議
長
が
各

　
種
の
案
文
に
整
理
し
て
報
告
案
を
ま
と
め
る
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
併
行
し
て

　
舞
台
う
ら
で
の
非
公
式
折
衝
も
活
発
に
行
な
わ
れ
、
こ
と
に
第
三
回
会
合
に
お
い
て
は
、
各
国

　
代
表
の
精
力
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
非
公
式
協
講
に
向
け
ら
れ
た
。

　
　
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
、
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
一
応
審
議
が
つ
く
さ
れ
、
妥
協
点
も

　
か
な
り
見
出
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
基
本
的
見
解
の
相
違
を
十
分
に
解
消
な
い
し
調
整
す
る
に
至

　
ら
ず
、
全
権
会
議
に
対
す
る
最
終
報
告
に
お
い
て
も
、
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
数
案
が
併
記
さ

一・ T一

　
れ
て
い
た
。

㊨
　
第
二
回
全
権
会
議
（
昭
和
四
十
五
年
二
月
十
六
日
～
三
月
二
十
日
）

　
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
加
盟
七
十
五
か
国
（
当
時
）
の
う
ち
六
十
八
か
国
の
ほ
か
、
オ
ブ
ザ
ー
バ

　
一
と
し
て
ソ
翌
翌
東
欧
諸
国
を
含
む
十
八
か
国
な
ら
び
に
国
連
お
よ
び
エ
T
U
が
参
加
し
た
。

　
　
会
議
は
、
準
備
委
員
会
の
報
告
を
ベ
ー
ス
に
一
般
討
議
を
行
な
っ
た
後
、
第
三
回
準
備
委
員

　
会
の
非
公
式
会
合
で
の
主
要
問
題
（
活
動
の
範
囲
、
管
理
機
関
お
よ
び
理
事
会
の
投
票
権
以
外

　
の
組
織
問
題
、
権
利
義
務
）
に
つ
い
て
の
合
意
が
公
表
さ
れ
、
こ
れ
を
含
め
て
、
さ
ら
に
管
理

　
機
関
お
よ
び
理
事
会
の
投
票
権
等
に
つ
い
て
の
妥
協
案
が
四
号
共
同
提
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、

　
大
方
の
支
持
を
得
る
に
及
ん
で
、
か
な
り
の
進
展
を
み
た
が
、
時
間
切
れ
の
た
め
、
単
一
の
協

　
定
案
作
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
こ
の
日
濠
共
同
提
案
等
を
基
礎
と
し
て
五
月
に
中
間

　
作
業
部
会
が
会
合
し
、
協
定
案
を
次
回
の
全
権
会
議
に
勧
告
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑳
　
中
間
作
業
部
会

　
　
第
一
回
中
間
作
業
部
会
（
昭
和
四
十
五
年
　
五
月
　
十
八
日
～
　
六
月
十
二
日
）

　
　
第
二
回
中
間
作
業
部
会
（
昭
湘
四
十
五
年
　
九
月
　
　
八
日
置
　
十
月
　
二
日
）
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第
三
回
中
間
作
業
部
会
（
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
三
日
～
十
二
月
十
八
日
）

　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
加
盟
四
十
五
～
四
十
七
か
国
が
参
加
し
た
。

　
同
会
合
は
、
政
府
間
協
定
お
よ
び
違
用
協
定
の
条
文
の
配
列
を
決
定
し
た
後
、
こ
れ
に
沿
つ
・

て
、
で
き
る
限
り
代
案
を
排
し
た
協
定
案
の
作
成
作
業
を
行
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
政
府
間
協

定
の
鎗
二
読
会
器
よ
ぴ
運
用
協
定
の
第
一
読
会
を
終
了
し
、
全
権
会
議
に
提
出
す
べ
き
恒
久
協

定
案
、
各
国
の
留
保
一
覧
表
等
か
ら
な
る
誰
長
報
告
書
が
近
く
出
る
予
定
で
あ
る
。

三
　
恒
久
協
定
案
の
概
要
お
よ
び
問
題
点

　
　
謹
長
か
ら
提
出
さ
れ
る
最
終
報
告
書
は
、
未
だ
入
手
し
て
い
な
い
が
、
中
間
作
業
部
会
で
配
布

　
さ
れ
た
文
書
、
審
議
状
況
か
ら
知
ら
れ
る
恒
久
協
定
案
の
概
要
お
よ
び
問
題
点
は
次
の
と
お
り
で

　
あ
る
o

e
　
政
府
間
協
定

　
　
（
前
文
）
　
暫
定
協
定
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
世
界
商
業
通
信
衛
星
組
織
の
発
展
を
継
続
さ
せ

　
　
　
　
る
た
め
、
協
定
す
る
旨
を
定
め
る
。

一5一一

（
第
－
条
　
定
義
）
．
第
一
読
会
を
行
な
っ
た
の
み
で
あ
る
。
　
「
協
定
」
、
「
蓮
用
協
定
」
等
十

　
四
項
目
の
定
義
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
公
衆
逓
信
業
務
」
の
定
義
の
中
に
、
暫
定
制
度
下
で
提
供
さ
れ
て
い
な
い
移
動
業
務
は

　
除
か
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
米
国
が
反
対
し
て
い
る
。

（
第
二
条
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
設
立
）
　
締
約
国
は
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
を
設
立
し
、
お
よ

　
び
運
用
協
定
に
自
ら
署
名
し
、
又
は
こ
れ
に
隠
名
す
る
通
信
裏
業
体
を
指
定
す
る
旨
を
定

　
め
る
。

（
第
重
富
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
活
動
の
範
囲
）
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
は
、
国
●
際
公
衆
電
気
通

　
信
業
務
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
一
定
の
条
件
に
適
合
す
る
国
内
公
衆
電
気
通
信

　
業
務
は
、
国
際
公
衆
電
気
通
信
業
務
と
み
な
す
。
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
は
、
　
一
定

　
の
条
件
で
国
内
公
衆
雷
気
麺
信
業
務
、
特
殊
雪
気
通
信
業
務
に
も
使
用
で
き
る
。
イ
ン
チ

　
ル
サ
ッ
ト
は
、
ま
た
、
関
係
国
の
要
請
に
よ
り
一
定
の
条
件
の
も
と
に
別
個
の
衛
星
を
提

　
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
第
W
条
　
法
人
格
）
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
は
、
法
人
格
お
よ
び
必
要
な
法
律
行
為
能
力
を
有

　
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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（
第
V
条
　
財
政
原
則
）

　
　
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
は
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
の
所
有
者
と
す
る
。
署
名
当
事
者
は

　
　
出
資
率
に
応
じ
た
持
分
を
有
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
資
本
拠
出
の
義
務
を
負
う
こ
と
、
出
資

　
　
率
は
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
の
す
べ
て
の
使
用
割
合
に
等
し
い
こ
彊
、
そ
の
他
利
用

者
の
使
用
料
支
払
義
務
等
を
定
め
る
。
『
需
一
っ
、
．
、

（
第
M
条
　
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
組
織
）
　
政
府
総
会
、
署
名
当
事
者
総
会
、
理
事
会
お
よ
び

　
　
管
理
機
関
σ
四
老
構
成
と
し
、
櫓
薗
四
根
黍
霧
の
原
則
を
定
め
る
。

、
（
第
W
条
　
政
府
総
会
）
　
イ
ン
テ
ル
ザ
ツ
ト
の
最
高
機
関
と
し
て
、
主
権
国
と
し
て
の
当
事

　
　
国
に
一
義
的
に
関
係
す
る
事
項
を
審
議
し
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
一
般
政
策
、
長
期
目
標

　
　
を
審
講
ず
る
。

　
　
　
第
一
回
通
常
会
合
は
、
発
効
面
一
年
以
内
に
事
灘
．
局
長
が
招
注
し
、
そ
の
後
の
会
合

　
　
は
、
総
会
自
体
が
決
定
す
る
。
臨
時
会
合
、
一
国
一
票
方
式
等
を
定
め
る
。

（
第
鞭
条
　
署
名
当
事
老
総
会
）
　
年
次
定
期
会
合
を
開
催
し
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
運
営
に

　
　
つ
い
て
、
理
事
会
の
監
督
的
機
能
を
有
し
、
運
用
協
定
の
実
施
を
確
保
す
る
〇
一
署
名
当

一「V一

　
事
者
一
票
方
式
を
と
る
り

第
K
条
　
理
事
会
の
構
成
等

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

第
X
条
　
理
事
会
の
機
能

　
　
出
資
率
を
基
礎
と
↓
た
二
十
名
程
度
の
ほ
か
に
、
出
資
率
に
関
係
な
く
一
定
の
条
件
で

　
選
出
さ
れ
る
五
名
以
内
の
地
域
代
表
で
構
成
す
る
。
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
の
設
立
、

　
運
用
等
の
イ
ン
テ
ル
サ
ヅ
ト
の
活
動
に
責
任
を
有
す
る
。
国
際
公
衆
胆
気
通
信
お
よ
び
こ

　
れ
に
準
ず
る
一
定
の
国
内
業
務
の
た
め
の
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
の
使
用
に
基
づ
い

　
て
算
定
さ
れ
る
票
数
（
最
大
限
四
十
％
）
に
よ
る
加
重
投
酉
径
穆
方
式
。
小
…
数
メ
ン
バ
ー
に

　
よ
る
拒
否
権
の
排
除
も
考
慮
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

第
刃
条
　
管
理
貴
任

（
　
　
（
　
　
　
　
　
）

第
期
条
　
管
理
一
移
行
期
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
恒
久
協
定
発
効
後
六
年
間
は
、
コ
ム
サ
ツ
ト
が
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
と
の
契
約
に
よ
り
技

　
術
・
運
用
業
務
を
遂
行
す
る
。
そ
の
他
の
管
理
業
務
は
、
新
た
に
任
命
さ
れ
る
事
務
局
長

　
　
（
ω
Φ
O
B
Φ
叶
ρ
弓
網
　
Ω
Φ
】
p
Φ
8
p
H
）
　
が
行
な
う
。
こ
の
六
年
間
に
理
事
会
は
、
管
理
機
関
の
組
織
に

一・ W一
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つ
い
て
研
究
を
行
な
い
、
政
府
総
会
が
、
そ
の
組
織
を
採
択
す
る
。
そ
の
後
は
管
理
局
長

　
　
（
U
P
H
6
0
叶
o
H
・
Ω
Φ
5
Φ
弓
四
］
巳
）
　
が
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
管
理
業
務
を
一
体
的
に
遂
行
す
る
。
た

　
だ
㌧
・
技
術
●
運
用
事
項
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
レ
契
約
ベ
ー
ス
で
行
な
う
。

　
　
コ
ム
サ
ツ
ト
と
の
契
約
に
含
め
る
べ
き
事
項
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
協
定
の
附
属

　
書
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
米
国
は
反
対
し
て
い
る
。

（
第
湿
条
調
達
）

　
　
最
良
の
品
質
、
価
格
、
納
期
の
ほ
か
に
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
利
益
の
た
め
に
世
界
的

　
な
競
争
を
奨
励
す
る
よ
う
な
方
法
で
契
約
を
結
ぶ
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
米
国
お
よ
び

　
　
一
部
の
後
進
国
グ
ル
ー
プ
と
中
進
国
グ
ル
ー
プ
が
対
立
し
て
い
る
。

　
　
国
際
入
札
を
不
要
と
す
る
場
合
が
運
用
協
定
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
完
全
た
意
見
の

　
　
一
致
は
み
て
い
な
い
。

（
笙
油
条
　
構
成
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
）

　
　
国
内
公
衆
電
気
通
信
業
務
の
需
要
を
満
た
す
た
め
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
施
設

　
と
は
別
個
の
宇
宙
部
分
施
設
を
設
立
し
、
取
得
し
、
ま
た
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

一・ X一
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理
事
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
事
会
は
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
に
よ

る
無
線
周
波
数
ス
ペ
ク
ト
ル
お
よ
び
軌
道
位
置
の
使
用
と
技
術
的
に
両
立
す
る
か
ど
う
か

の
所
見
を
勧
告
の
形
で
表
明
す
る
。

　
国
際
公
衆
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
を
通
じ
て
政
府
総
会
に
関
連
情
報
を

提
供
し
、
こ
れ
と
協
議
す
る
。
政
府
総
会
は
、
技
術
的
両
立
性
の
ほ
か
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ

ト
の
世
界
シ
ス
テ
ム
に
相
当
な
経
済
的
三
三
を
与
え
な
い
こ
と
、
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
を
通

じ
る
直
接
的
通
信
連
絡
の
設
定
が
阻
害
さ
れ
な
い
こ
と
に
関
し
、
そ
の
所
見
を
勧
告
の
形

・
て
表
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
事
会
を
通
じ
て
政
府
総
会
に
関
連
情
報
を
提
供

し
、
政
府
総
会
は
、
技
術
的
両
立
性
に
つ
い
て
、
そ
の
所
見
を
勧
告
の
形
で
表
明
す
る
。

　
勧
告
は
、
手
続
開
始
後
六
か
月
以
内
に
行
な
う
。

　
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
政
府
等
が
、
国
家
の
安
全
保
障
の
み
を
目
的
と
す
る

宇
宙
部
分
施
設
を
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
宇
宙
部
分
と
は
別
個
に
設
立
す
る
等
の
権
利
に
影
響

を
与
え
な
い
。

●
㌔

●
　
．

h

一ユ0．＿



●
ド
．

●
　
」

　
　
　
　
、
6
の

（
第
W
一
条
　
本
部
、
特
権
免
除
）

　
　
　
一
定
の
所
得
税
、
関
税
を
免
除
す
る
ほ
か
、
本
部
協
定
ま
た
は
議
定
書
に
よ
り
、
適
当

　
な
特
権
免
除
が
与
え
ら
れ
る
。
特
権
免
除
の
範
囲
お
よ
び
付
与
形
式
に
つ
い
て
争
い
が
あ

　
る
。

（
第
潮
条
脱
　
退
）

　
　
任
意
脱
退
、
強
制
脱
退
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
が
設
け
れ
ら
て
い
る
。

（
第
漁
条
　
協
定
の
改
正
）

　
　
政
府
総
会
が
改
正
の
決
定
を
過
様
う
が
、
改
正
の
発
効
要
件
に
つ
い
て
徽
案
併
記
さ
れ

　
て
い
る
。

（
第
跳
条
　
紛
争
の
解
…
決
）

　
　
当
事
国
を
め
ぐ
る
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
も
、
仲
裁
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

　
り
・
そ
の
手
聲
磁
霞
難
の
附
馨
に
親
雪
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

露
弼
条
署
名
）

　
　
暫
定
協
定
加
盟
国
お
よ
び
エ
T
U
加
盟
国
に
対
し
、
九
か
月
間
、
署
名
の
た
め
に
開
放

一・ ??[

　
　
　
さ
れ
る
。

　
（
第
駆
条
　
発
　
効
）

　
　
　
特
別
協
定
に
基
づ
く
分
担
割
合
の
3
分
の
2
以
上
を
保
有
し
て
い
ゑ
分
の
野
上
の

　
　
　
暫
定
協
過
急
盤
国
の
批
准
等
が
行
な
わ
れ
た
日
の
六
十
日
後
に
発
効
す
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
署
名
開
放
の
日
か
ら
八
か
月
未
満
の
場
合
、
ま
た
は
十
八
か
月
（
二
十
四
か
月
）
適
越
え

　　

@
た
場
合
は
、
い
か
な
霧
合
に
お
い
て
も
発
効
し
な
い
。
批
准
等
奮
巴
町
後
と
な
る
一

　
　
　
国
に
つ
い
て
の
協
定
の
暫
定
適
用
（
最
高
2
年
間
）
、
暫
定
協
定
の
消
滅
等
に
つ
い
て
定
　
　
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・

　
　
　
め
る
。

　
（
第
姻
条
雑
則
）

　
　
　
，
p
公
用
語
、
作
業
語
N
文
書
の
配
布
に
つ
い
て
定
め
る
。
，

　
（
第
塒
条
　
寄
託
政
府
）

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
し
、
批
准
・
加
入
等
の
通
告
、
国
連
へ
の
登
録
等
を
定
め
る
。

⇔
　
運
用
協
定

　
　
第
十
七
条
（
発
明
お
よ
び
技
術
的
情
報
）
を
除
き
、
二
十
三
条
か
ら
な
る
協
定
案
の
第
一
読
会

　　

@　
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ゼ

島

を
終
了
し
た
。

　
主
と
し
て
、
署
名
当
事
者
の
権
利
義
務
お
よ
び
イ
ン
テ
ル
サ
ッ
ト
の
財
政
、
運
営
等
の
規
定

か
ら
な
る
が
、
現
在
の
問
題
点
と
し
て
は
、
資
本
限
度
額
が
未
定
で
あ
る
こ
と
、
発
明
お
よ
び

技
術
的
情
報
関
係
条
項
に
つ
い
て
、
意
見
が
一
．
部
対
立
し
て
い
る
。
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